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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年３月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２７年１０月１９日 １０時０５分ごろ 

発生場所 宮城県気仙沼市御崎
お さ き

岬南南東方沖 

 陸前御崎岬灯台から真方位１６０°７００ｍ付近 

 （概位 北緯３８°５１.１′ 東経１４１°４０.６′） 

事故の概要  漁船三
さん

有
ゆう

丸は、西進中、操舵室下方の物置から火災が発生して周囲

の可燃物に燃え移り、その後、沈没した。 

事故調査の経過  平成２７年１０月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 三有丸、４.８トン 

 ＭＧ３－４６８１２（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.６５ｍ（Lr）×２.４０ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、昭和５４年６月１３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５４歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５９年３月２日 

  免許証交付日 平成２６年６月２３日 

         （平成３１年６月２２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損（沈没） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約１０m/s、視界 良好 

海象：波向 北東、波高 約１～２ｍ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、刺し網漁を終えて気仙沼市鮪
しび

立
たち

漁

港へ向けて御崎岬南南東方沖を西進中、操舵及び主機遠隔操縦装置が

作動しなくなった。 

 船長は、操舵室後方に立って操船していたが、直ちに操舵室に入っ

たところ、平成２７年１０月１９日１０時０５分ごろ操舵室下方の物

置に置かれた‘左舷側バッテリから操舵室左舷側に取り付けられた配

電盤に至る電気配線’（以下「バッテリ配線」という。）の操舵室床を

貫通している付近に、僅かに白煙を認めた。 
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 船長は、操舵室の主機遠隔操縦レバーを中立位置にしたがクラッチ

が切れなかったので、主機を停止した。 

 船長は、バッテリ配線に炎を認め、上甲板左舷側通路付近に置かれ

ていた清水を使用して消火を試み、バッテリ配線の被覆の炎は消えた

が、配電盤からの発煙を認めた。 

 船長は、物置に置かれた持運び式消火器で消火しようと操舵室床の

物置のハッチ蓋を開けたところ、大量の黒煙が吹き出すとともに炎を

物置の左舷側に認め、持運び式消火器を取り出すことを断念してハッ

チ蓋を閉めた上、海上保安庁に携帯電話で本事故の発生を通報した。 

 本船は、後方を航行していた僚船が火災に気付いて来援し、船長が

移乗した後、海上保安庁の巡視艇等による消火作業が行われたが鎮火

せず、１１時５９分ごろ沈没した。 

 その他の事項 

 

 本船は、船体のほぼ中央に機関室が、その船尾側に隣接して操舵室

が、操舵室の下方に物置がそれぞれ配置されており、機関室後壁に操

舵室へのドア、操舵室床に物置へのハッチ蓋及び操舵室後壁に外部へ

のドアがそれぞれ設けられていた。 

 燃料タンクは、機関室の両舷側及び物置後方の区画に置かれてお

り、本事故時、合計で約８００ℓの燃料が残っていた。 

 物置は、両舷側にバッテリがそれぞれ２個ずつ置かれ、中央は乗組

員が休息したり、物を置いたりすることができるスペースとなってい

た。 

 右舷側のバッテリは、主機始動用及び遠隔操縦装置用に使用され、

平成２７年２月ごろに新替えされており、左舷側のバッテリは、航海

機器用及び照明用に使用され、平成２７年５月ごろに新替えされてい

た。 

 船長は、遠隔操縦装置が作動しなくなって操舵室に入った際、機関

室入口ドアから機関室内を見たが、炎及び煙を認めなかった。 

 本船は、平成２６年５月に購入されたが、バッテリ配線、電気設備

等の絶縁抵抗の計測が行われていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、御崎岬南南東方沖を西進中、バッテリ配線に不具合が生じ

て被覆に着火したことから、炎が周囲の可燃物に燃え移り、火災が発

生したものと考えられる。 

 本船は、消火作業中に沈没しており、バッテリ配線等に生じたと考

えられる不具合の状況を明らかにすることはできなかった。 
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原因  本事故は、本船が、御崎岬南南東方沖を西進中、バッテリ配線に不

具合が生じて被覆に着火したため、炎が周囲の可燃物に燃え移ったこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・機関室、バッテリが置かれた区画等、火災が発生するおそれのあ

る場所には、火災探知装置及び監視用カメラを設置することが望

ましい。 

 ・定期的に電気設備を含めた配線の点検及び絶縁抵抗の計測を行う

ことが望ましい。 

 


